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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録

１　開催日時　　令和７年11月17日（月）午後１時30分から午後２時10分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏　
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（１名）
　10番　筏　眞智子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　議案第11号　農地法第３条第１項による許可について
第２　議案第12号　特定農地貸付けの承認申請について
第３　報告第22号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について
第４　報告第23号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第24号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第６　報告第25号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第７　報告第26号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明ついて
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　北川　博紀　　　　　　　　　　　　　係長　津川　育大　　　    　　　　　　　　
職員　谷内　奈央　　　　　　　　　　　　　職員　田中　孝雅
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長　　  　　　　　 ただいまから11月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員１名が欠席ですので、委員17名のうち16名が出席し、出
席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますため、議事を進行させていただきます。
  それでは、議事に入らせていただきます。
議案第11号「農地法第３条第１項による許可について」及び議案第12号「特定農地貸付けの承認申請について」事務局から説明をお願いします。
事務局              　　　　（議案第11号　件番１朗読）
　　　　　　　  　  件番１につきまして、場所は、寝屋川公園内の第２野球場沿いの水道道
を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。

本件は、譲渡人から妻である譲受人へ贈与されるため申請がありました。

全部効率利用要件については、所有農地に遊休農地及び無断転用がない
ことを現地確認しております。

農機具等は、トラクター、コンバイン、乾燥機、田植機、籾摺機を各一
台所有されています。

通作距離は約１㎞、車で約10分です。

そして、農作業常時従事要件については、譲受人本人と譲受人の夫であ
る譲渡人が年間200日、譲受人、譲渡人夫婦の息子が年間100日従事され
るとのことです。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬
の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがな
いと認められるため、問題ございません。

現況は写真のとおりです。
（議案第12号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は門真市との市境付近東側、大東市との市境
付近北側でございます。

当該地は農地パトロールにより指導対象となっている遊休農地であり、
所有者が草刈りをしていた際に本件開設者が、隣接農地で８月総会で承認
となった貸農園の整備を行っており、所有者から開設者に当該地も同じよ
うにしてほしいという話から申請に至ったということです。
開設者が１区画約12㎡を月額2,640円で42区画、１区画9.6㎡を月額
2,112円で10区画の計52区画貸付予定です。

水に関しては、南側にある水路からポンプで汲み上げ、貯水タンクに溜
めて利用されます。

整備費用については、市都市一課が取り組んでいる貸農園整備事業補助
金を活用される予定です。

現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　　　本二件につきまして、11月５日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等があればお願いします。
農地調整委員長　　　議案第11号件番１については、現況適正に耕作されております。譲渡人
夫婦や譲受人夫婦等、農業に従事される方が多くいらっしゃる世帯ですの
で、今後も問題なく耕作を続けていかれると考えます。
　議案第12号件番１については、事務局の説明のとおりで、現在遊休農地
で所有者が定期的に草刈りのみされているようですが、隣接貸農園と同様
に整備され農地として活用されるということは結構なことだと考えます。
議長　　　　　　　　　議案第11号件番１及び議案第12号件番１について、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、議案第11号件番１について、許可、議案第12号件番１につ
いて、承認するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので許可、承認いたします。
　　　　　　　　続きまして、報告第22号「農地法第18条第６項による合意解約の通知
について」事務局から説明をお願いします。
事務局
　（報告第22号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は、府道15号八尾茨木線の東側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、９月４日に受付を行い、９月19日に地区担当委員と現地確認を
行い、10月６日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

離作補償として、当該合意解約地北側にある賃借人宅敷地として賃貸借
されていた宅地の348番１、及び当該合意解約地のうち348番５を賃貸人
から賃借人に譲り渡されます。

　　　　　　　　　　348番５については、合意解約地ですが、今般測量を実施し、賃借人宅敷
地に取り込まれていたとのことでしたので離作補償は賃借人宅敷地という
ことになります。

また、合意解約前、農地転用届出前に宅地造成されていますので、経過
書とともに転用届出の提出を受けております。後程報告第24号でご説明申
し上げます。
議長　　　　　　　　件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等があればお願いし
ます。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおりです。
議長　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第23号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に

係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。

事務局　　　　　　　　　　　　（報告第23号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、池田中町にある大学の西側でございます。
本件は、９月16日に受付をし、地区担当委員に確認の上、10月２日に事
務局のみで現地確認を行い、10月16日に会長専決により届出を受理いたし
ました。
当該地は既に公衆用道路となっており、今後市に寄付予定です。

雨水排水については、北側の集水桝へ排水されています。
現況は写真のとおりです。
議長　　　　　　　　件番１につきまして、私が地区担当委員ですが、事務局の説明のとおり
でして、既に道路となっているものです。
　　　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第24号「農地法第５条第１項第６号による転用届出に

係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。

事務局　　　　　　　　　　　（報告第24号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は、府道15号八尾茨木線の東側でございます。

本件は、９月４日に受付をし、９月19日に地区担当委員と現地確認を行
い、10月６日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地の現況は写真のとおりで、既に宅敷地の一部となっておりますの
で経過書の提出を受けております。先程報告第22号、件番１でご説明いた
しましたとおり、農地賃貸借の合意解約に伴う、離作補償として譲渡人か
ら譲受人へ譲渡されるものです。

雨水排水については、東側の水路へ排水されています。
（報告第24号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、府道149号木屋門真線の西側、市立第九
中学校の北東側でございます。

本件は、９月16日に受付をし、９月30日に地区担当委員と現地確認を
行い、10月６日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　　住宅に転用するということで届出がありました。

現況は写真のとおりです。

当該地は二筆の土地を合筆したものであり、一筆は写真にあります住宅
が建っている箇所で、当時昭和37年に農地転用の手続き済みですので、経
過書の提出は受けておりません。

雨水排水については、水路へ排水される予定です。

議長　　　　　　　　件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたら
お願いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおりです。
議長　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問がないようです。
続きまして、件番２につきまして、地区担当委員から追加の説明等がご
ざいましたらお願いします。
地区担当委員　　　　周囲は住宅地ですので、影響等はないと考えます。
議長　　　　　　　　件番２につきまして、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問がないようです。
続きまして、報告第25号「租税特別措置法第70条の６第１項による適
格者証明について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　案件のご説明の前に、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明申
し上げます。

農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生します
が、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。

これは、農地を相続された者が、引き継いで自身が亡くなるまで耕作を
すること、あるいは貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地
部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免
除となります。

また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の
線引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の
指定を受けている農地、または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適
用を受けることができます。

相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続
人に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の
証明書が必要となります。

制度上、生産緑地については終生、つまりお亡くなりになるまでの耕作
が必要です。

調整区域については平成21年12月15日以降に納税猶予を受けた農地は
終生の耕作が必要で、それ以前に適用を受けた農地は20年耕作することで
納税義務が免除されます。

（報告第25号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は市立第八中学校の東側、JA九箇荘農業協同
組合神田支店の東側、市立神田小学校の北側、萱島ポンプ場の東側でござ
います。
本件は、９月19日に証明願があり、９月30日に地区担当委員と現地確
認を行い、10月23日に会長専決により証明書を発行いたしました。
現況は写真のとおりです。
市立神田小学校北側の農地については、例年全面田植えをされています
が、今年は田植え中に機械が沈んでしまい一部のみの耕作になってしまっ
たということです。農地パトロール時に、例年作付けされていることを確
認しております。
　
議長　　　　　　　  件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
地区担当委員　　　  日頃から適正に耕作されていることを確認しています。
議長　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件報告第26号「生産緑地に係る農業の主たる従事者につい
ての証明について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　　（報告第26号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は国道170号大阪外環状線の東側でございま
す。

本件は、９月16日に証明願があり、９月17日に実施した農地パトロー
ルの際、地区担当委員を含む他委員と現地確認を行い、10月６日に会長専
決により証明書を発行いたしました。

主たる従事者死亡により当該地の農業の継続が不可能となったため、証
明願がありました。

現況は写真のとおりです。

議長　　　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、その他事務局から何か報告等ございますか。
　事務局　　　　　　事務局から二点ございます。

一点目に、懇親会について、ご連絡申し上げます。

（懇親会について連絡）
　二点目に、女性委員が対象になりますが、大阪府農業会議が来月12月10
日（火）に大阪市内で実施される、令和７年度第３回女性委員研修会の開
催案内をお配りしております。

　　　　　　　　　　ご参加いただける方は今週金曜日21日までに事務局までお申し出くださ
い。
　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　  以上をもちまして、11月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時10分　閉会　）
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